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１

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
男
鹿
市

の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
の
と
お
り
受
託
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

男
鹿
市
と
秋
田
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
男
鹿
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
秋
田
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び

執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
に
関
す
る
乙
の
人
事
委
員
会
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
経
費
の
支
弁
）

第
三
条

委
託
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
経
費
は
甲
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
負
担
に
関
し
て
は
、
事
務
処
理
に
要
し
た
実
費
に
つ
き
乙
が
精
算
し
た
額
と

し
、
乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
決
算
の
場
合
の
措
置
）

第
四
条

乙
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る
部

分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
人
事
委
員
会
規
則
等
の
制
定
改
廃
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
で
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

甲
が
職
員
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
制
定
改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
面
で
乙

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
六
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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│

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
湯
沢
市

の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
の
と
お
り
受
託
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

湯
沢
市
と
秋
田
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
湯
沢
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
秋
田
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び

執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
に
関
す
る
乙
の
人
事
委
員
会
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
経
費
の
支
弁
）
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第
三
条

委
託
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
経
費
は
甲
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
負
担
に
関
し
て
は
、
事
務
処
理
に
要
し
た
実
費
に
つ
き
乙
が
精
算
し
た
額
と

し
、
乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
決
算
の
場
合
の
措
置
）

第
四
条

乙
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る
部

分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
人
事
委
員
会
規
則
等
の
制
定
改
廃
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
で
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

甲
が
職
員
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
制
定
改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
面
で
乙

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
六
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
由
利
本

荘
市
の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
の
と
お
り
受
託
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

由
利
本
荘
市
と
秋
田
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
由
利
本
荘
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委

員
会
の
事
務
を
秋
田
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び

執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
に
関
す
る
乙
の
人
事
委
員
会
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
経
費
の
支
弁
）

第
三
条

委
託
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
経
費
は
甲
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
負
担
に
関
し
て
は
、
事
務
処
理
に
要
し
た
実
費
に
つ
き
乙
が
精
算
し
た
額
と

し
、
乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
決
算
の
場
合
の
措
置
）

第
四
条

乙
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る
部

分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
人
事
委
員
会
規
則
等
の
制
定
改
廃
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
で
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

甲
が
職
員
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
制
定
改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
面
で
乙

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
六
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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│
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│
│
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│

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
潟
上
市

の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
の
と
お
り
受
託
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

潟
上
市
と
秋
田
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
潟
上
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
秋
田
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
）

２
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第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び

執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
に
関
す
る
乙
の
人
事
委
員
会
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
経
費
の
支
弁
）

第
三
条

委
託
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
経
費
は
甲
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
負
担
に
関
し
て
は
、
事
務
処
理
に
要
し
た
実
費
に
つ
き
乙
が
精
算
し
た
額
と

し
、
乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
決
算
の
場
合
の
措
置
）

第
四
条

乙
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る
部

分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
人
事
委
員
会
規
則
等
の
制
定
改
廃
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
で
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

甲
が
職
員
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
制
定
改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
面
で
乙

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
六
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市

の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
の
と
お
り
受
託
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

大
仙
市
と
秋
田
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
大
仙
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
秋
田
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び

執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
に
関
す
る
乙
の
人
事
委
員
会
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
経
費
の
支
弁
）

第
三
条

委
託
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
経
費
は
甲
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
負
担
に
関
し
て
は
、
事
務
処
理
に
要
し
た
実
費
に
つ
き
乙
が
精
算
し
た
額
と

し
、
乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
決
算
の
場
合
の
措
置
）

第
四
条

乙
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る
部

分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
人
事
委
員
会
規
則
等
の
制
定
改
廃
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
で
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

甲
が
職
員
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
制
定
改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
面
で
乙

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
六
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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│

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
秋
田

市
の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
の
と
お
り
受
託
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

北
秋
田
市
と
秋
田
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

３
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第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
北
秋
田
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員

会
の
事
務
を
秋
田
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び

執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
に
関
す
る
乙
の
人
事
委
員
会
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
経
費
の
支
弁
）

第
三
条

委
託
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
経
費
は
甲
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
負
担
に
関
し
て
は
、
事
務
処
理
に
要
し
た
実
費
に
つ
き
乙
が
精
算
し
た
額
と

し
、
乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
決
算
の
場
合
の
措
置
）

第
四
条

乙
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る
部

分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
人
事
委
員
会
規
則
等
の
制
定
改
廃
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
で
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

甲
が
職
員
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
制
定
改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
面
で
乙

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
六
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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